
高速道路の休憩施設の不足解消に向けた社会実験（一時退出）

〇 休憩施設等の不足を解消し、良好な運転環境を実現することを目的に、

ＥＴＣ２．０搭載車※１を対象として、高速道路から道の駅への一時退出を可能とする社会実験を実施

〇 休憩施設間隔が概ね２５㎞以上、ＩＣからの距離が２㎞以内の道の駅 ２９箇所が対象

〇 今までの実験の結果、２時間以上一時退出した車両が少なく、休憩以外の目的で利用した車両が確認

 されたことから、令和４年７月１日（金）０時より一時退出可能時間を３時間から２時間に変更

※1 2015年7月以前にセットアップしたDSRC車載器をご利用の方は再セットアップが
必要な場合があります

※2 利用1回当たりの料金
※3 一定距離以上を連続して利用した場合の料金割引措置

一時退出した場合でも、２時間以内に再進入した場合には、
高速を降りずに利用した料金のまま
（ターミナルチャージ※２の再徴収をせず、長距離逓減※３等も継続）
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